
和議第１７号 

   

令和６年能登半島地震からの早期復旧・復興を求める意見書（案） 

 

令和６年１月１日に最大震度７を観測した令和６年能登半島地震の被害は甚

大で、２４０名を超える方々の尊い命が失われ、倒壊家屋は把握できないほど

多く、現在も多くの方々が避難生活を余儀なくされている。 

被災された方々に対し、心からお見舞い申し上げるとともに、１日も早い復

興を願うところである。 

発災直後から、救助、道路啓開、人的支援、プッシュ型の物資輸送など、政

府をあげた支援により、状況は改善しつつあるが、未だに、電気、上下水道、

通信網などのライフラインが十分回復しておらず、特に上下水道については、

損傷が激しく、復旧にはまだ長い時間を要する。幹線道路の通行止め箇所も多

数あり、迅速な復旧作業や支援物資の輸送の妨げとなっている。 

加えて、過疎・高齢化が進んでいる能登地方では、一昨年、昨年、そして今

回と連続して大きな地震に見舞われており、懸命に立ち上がろうとしていた

方々は再起への意欲を失いかねない状況である。 

今後は、避難の長期化が予想される被災者への支援、住まいの提供などの生

活再建、さらには観光や伝統工芸、農林水産業など地域を支える産業の復興な

どが必要である。 

一方、近い将来、南海トラフ地震の発生する可能性が極めて高いとされてお

り、発生すれば、能登地方と同様に半島地域である本県の被害も甚大かつ長期

化すると見込まれる。 

よって、国においては、これらの状況を踏まえ、能登地方を含む全ての被災

地が一日も早く復旧・復興を成し遂げるため、また、予想されている災害が発

生した場合においても、迅速かつ効率的な支援が行われるよう、下記の点につ

いての取組を強く要望する。 

 

記 

 

１ インフラの早期復旧等 

⑴ 物資や復旧の資機材の輸送に資する幹線道路、空港、港湾等の物流イン

フラ及び、河川、砂防、漁港等の公共土木施設の復旧工事等の国による代

行や病院・福祉施設等の早期復旧支援及び支援制度の充実 

⑵ 電気、通信網及び上下水道等のライフラインの早期復旧と復旧までの生 

活環境の早期改善及び支援制度の充実 

⑶ 円滑な災害廃棄物処理のための支援や廃棄物処理施設の早期復旧支援、 

被災した家屋等の解体撤去に対する支援対象の拡大 

 

２ 被災者に対する生活支援 

⑴  災害応急対応及び本格復旧に向けた十分な人的支援 



⑵ 食料・飲料水、生活物資等の十分な確保と円滑な供給支援 

⑶  感染症などの二次的健康被害の防止にも配慮した避難所運営への支援 

⑷  仮設住宅・みなし仮設住宅への財政的・手続的支援 

⑸  心身のケアなどの健康管理・精神保健活動への支援 

⑹  被災した児童生徒等の教育機会の確保 

 

３ 被災地の復旧・復興に向けた支援 

⑴  被災者生活再建支援金の支給対象や適用地域の拡大 

⑵  伝統産業、観光産業、農林水産業等の基幹産業の早期復旧・復興及び地 

域のくらしを支える中小企業・小規模事業者等の事業再開への支援と雇用

の維持 

⑶  地方が行う災害復旧、復興等に係る財政需要に対する補助制度の創設・ 

拡充、地方負担に対する十分な交付税措置などの被災地の実情を踏まえた

財政等の支援 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和６年３月１９日  
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